
「
閣
議
」
の
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は
じ
め
に

政
策
過
程
に
お
け
る
戦
後
日
本
政
府
の
最
高
意
思
決
定
機
関
は
、

閣
議
で
あ
る
。
こ
の
閣
議
の
内
容
は
結
果
と
し
て
政
策
が
出
さ
れ
る

(
1
)

も
の
の
、
政
策
形
成
過
程
の
な
か
で
中
央
省
庁
に
比
べ
、
肝
心
な
議

事
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

現
在
、
閣
議
そ
れ
自
体
の
重
要
性
は
、
低
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

閣
議
に
参
列
す
る
閣
僚
た
ち
の
多
く
は
、
国
務
大
臣
で
あ
る
と
同
時

に
行
政
長
官
を
兼
ね
て
い
る
。
だ
が
、
行
政
長
官
と
し
て
の
利
害
調

整
機
能
は
、
事
務
次
官
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
次
官
会
議
に
と
っ
て
代

(
2
)

わ
ら
れ
た
観
が
あ
る
。
ま
た
、
国
務
大
臣
と
し
て
参
加
す
る
閣
議
そ

れ
自
体
、
閣
僚
の
人
数
が
多
く
、
合
議
体
お
よ
び
意
思
決
定
の
場
と

し
て
は
、
規
模
が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
閣
議
は
、

各
省
提
出
案
件
の
認
証
式
に
近
く
な
っ
て
お
り
、
実
質
的
な
国
家
意

思
決
定
の
場
は
、
首
相
懇
談
会
や
首
相
官
邸
で
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ

(
3
)

る
関
係
閣
僚
会
議
に
移
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
芦
田
均
内
閣
に
お
い
て
占
領
軍
に

よ
る
間
接
統
治
下
に
あ
っ
た
も
の
の
、
閣
議
は
意
思
決
定
機
関
だ
け

で
な
く
、
利
害
調
整
機
関
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

閣
議
が
機
能
し
た
理
由
は
、
一
つ
に
芦
田
両
内
閣
が
連
立
内
閣
で
あ

り
、
各
政
党
の
政
策
間
に
距
柾
が
あ
っ
た
た
め
、
次
官
や
党
の
政
策

機
関
間
で
調
整
が
し
ば
し
ば
失
敗
し
、
国
家
の
最
高
意
思
決
定
機
関

で
あ
る
閣
議
に
持
ち
越
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
G
H
Q
に

よ
る
間
接
統
治
下
の
な
か
、
閣
議
は
、
現
在
の
次
官
会
議
の
よ
う
に
、

政
策
形
成
の
場
で
あ
り
、
ま
た
政
策
執
行
機
関
と
し
て
の
意
味
も
持

っ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

従
来
、
閣
議
は
、
参
加
者
の
日
記
・
回
顧
録
、
新
聞
等
に
よ
り
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
閣
議
議
事
録
が
な
く
、
閣
議
に
お



(
4
)

い
て
メ
モ
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
の
伝
聞
に
も
よ
る
。
だ
が
、
備
忘

録
と
し
て
の
日
記
は
審
議
経
過
等
の
事
実
を
伝
え
る
も
の
の
、
閣
議

で
審
議
さ
れ
た
案
件
そ
の
も
の
を
含
め
て
完
全
に
復
元
で
き
な
い
。

回
顧
録
や
新
聞
等
は
、
政
治
的
立
場
や
感
情
等
が
移
入
さ
れ
、
憶
測

や
希
望
に
も
と
づ
く
解
釈
が
介
在
す
る
た
め
閣
議
内
容
を
正
確
に
伝

え
る
も
の
で
は
な
い
。

現
在
、
閣
議
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
資
料
と
し
て
本
稿
で
扱

う
「
閣
議
配
付
資
料
」
を
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
の
佐
藤
達

夫
関
係
文
書
・
石
橋
湛
山
関
係
文
書
等
の
な
か
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
、
閣
議
の
経
過
を
示
す
加
筆
・

(
5
)

訂
正
、
欄
外
記
入
な
ど
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
国
立
公
文
書
館
の

『
公
文
類
究
』
に
は
、
閤
議
書
(
閣
議
決
定
文
書
)
が
存
在
し
、
決
定
さ

れ
た
閣
議
の
経
過
が
そ
の
加
筆
・
訂
正
の
な
か
で
理
解
で
き
る
。
し

か
し
、
収
録
さ
れ
た
閣
議
書
の
記
載
事
項
は
す
べ
て
の
政
策
過
程
を

し
め
さ
ず
、
そ
れ
が
閣
僚
中
、
誰
の
意
見
に
よ
っ
て
加
筆
・
訂
正
さ

れ
た
の
か
も
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
公
文
類
衆
』
閣
議
書
と
と
も
に
森
戸
辰
男
関

(
6
)

係
文
書
の
「
閣
議
配
付
資
料
」
を
用
い
て
、
芦
田
内
閣
に
お
け
る
公

務
月
法
改
正
過
程
を
一
例
と
し
て
閣
議
に
お
け
る
政
策
過
程
の
文
書

学
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

一
「
閤
議
書
」
「
閣
議
配
付
資
料
」
の
形
成
過
程

「
閣
議
書
」
の
形
成
過
程
に
は
、
次
の
二
通
り
あ
る
。

a
.
行
政
立
法
案
件
・
黒
表
紙
閣
議
書

各
省
・
閣
議
請
議
(
閣
議
講
議
書
‥
請
議
文
・
法
律
案
・
理
由
書
か

ら
な
る
)
1
内
閣
官
房

1
法
務
庁
l
(
逐
条
読
会
の
方
式
で
審
査
、
訂
正
箇
所
.
に
付
箋
を
付
し

て
、
閥
議
書
の
表
紙
を
付
け
て
回
付
。
な
お
、
こ
の
法
務
庁
か
ら

上
申
さ
れ
る
閥
議
書
の
表
紙
に
は
、
柱
に
「
法
務
庁
」
〔
「
法
制
局
」

の
ま
ま
の
も
の
も
あ
る
〕
　
の
銘
の
あ
る
黒
色
罫
紙
が
用
い
ら
れ

る
)
1
内
閣
官
房

1
閣
議
へ
提
出
(
閣
議
書
に
出
席
閣
僚
の
花
押
署
名
に
よ
り
決
定
)

1
内
閣
官
房
・
公
布
手
続
き
(
政
令
)
、
法
律
の
場
合
は
国
会
に

回
付

1
内
閣
事
務
官
の
決
裁
後
、
記
録
と
し
て
保
存

b
.
議
会
立
法
案
件
・
赤
表
紙
閣
議
書

上
記
、
「
a
」
　
の
続
き
に
相
当
す
る
。

内
閣
官
房
(
閣
議
決
定
)
1
国
会
へ
提
出
1
決
定

1
修
正
の
場
合
は
、
法
務
庁
へ
回
付
1

1
内
閣
の
原
案
通
り
決
定
の
場
合
1
内
聞
官
房
か
ら
の
上
申
1

閣
議
へ
提
出
・
決
定

(
閣
議
書
の
表
紙
は
、
赤
色
の
枠
で
罫
紙
中
央
の
柱
に
「
内
閣
」
の
銘
が
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あ
る
用
紙
が
用
い
ら
れ
る
。
赤
表
紙
間
議
書
)

1
内
閣
官
房
・
公
布
手
続
き

(
7
)

1
内
閣
事
務
官
の
決
裁
後
、
記
録
と
し
て
保
存

つ
ま
り
、
総
理
庁
お
よ
び
各
省
庁
の
省
議
を
へ
た
稟
議
書
は
閣
議

請
議
と
し
て
、
ま
ず
内
閣
官
房
に
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

法
令
案
と
し
て
妥
当
な
も
の
か
を
法
務
庁
で
の
審
査
を
へ
て
内
閣
官

房
に
戻
さ
れ
、
閣
議
に
提
出
さ
れ
る
。
閣
議
提
出
案
件
は
、
閣
議
に

参
列
し
た
各
国
務
大
臣
に
も
議
論
の
た
め
資
料
と
し
て
配
付
さ
れ
る

(
「
閣
議
配
付
資
料
」
)
。
各
国
務
大
臣
は
、
主
管
の
行
政
大
臣
と
し
て
所

轄
事
項
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
他
の
案
件
に
つ
い
て
も
積
極
的
に

発
言
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
閣
議
配
付
資
料
」
を
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
。
実
際
、
閣
議
は
、
官
房
長
官
の
司
会
の
も
と
、
各
提
出
案
件

に
つ
い
て
事
務
方
の
官
房
次
長
が
説
明
、
こ
の
後
に
国
務
大
臣
に
よ

る
議
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
(
議
事
録
は
と
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
)
。
こ
の

過
程
で
閣
議
提
出
案
件
や
各
省
庁
提
出
案
件
は
、
修
正
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
結
果
は
、
本
紙
に
相
当
す
る
閥
議
書
の
場
合
、
閣
議
に
参

列
し
て
い
る
事
掛
方
の
内
閣
官
房
次
長
の
も
と
で
閣
議
酷
定
に
基

づ
い
て
修
正
さ
れ
、
内
閣
官
房
で
の
公
布
作
業
に
移
さ
れ
る
。
一

方
、
行
政
大
臣
と
し
て
説
明
さ
れ
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
修
正
等

に
つ
い
て
所
轄
の
省
庁
に
結
果
を
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
閣
議
配
付
資
料
」
l
の
形
成
過
程
を
み
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

内
閣
官
房
で
調
製
1
閣
議
配
付
1
主
管
省
庁
の
案
件
1
閣
議
に
お

け
る
修
正
等
の
結
果
を
記
し
て

場
合
に
よ
り
主
管
省
庁
に
回
付

1
主
管
省
庁
以
外
の
案
件
1
国
務
大
臣
と
し
て

対
処

1
自
宅
等
に

以
下
で
は
、
政
策
過
程
の
な
か
で
閣
議
と
閣
議
関
係
文
書
と
し
て

の
「
閣
議
書
」
「
閣
議
参
考
資
料
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
政
策
過
程
の
な
か
の
「
閣
議
」

-
政
令
第
二
〇
二
号
関
係
文
書
か
ら
1

昭
和
二
十
三
年
(
一
九
四
八
)
七
月
二
十
二
日
の
芦
田
首
相
宛
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
元
帥
書
簡
に
も
と
づ
く
「
政
令
第
二
〇
二
号
　
昭
和
二
十

三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
最
高
司
令
官
書
簡

に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令
」
(
以
下
、
政
令
第
二
〇
一
号
)
の
発

布
(
七
月
三
十
一
日
)
、
同
年
十
二
月
三
日
の
国
家
公
務
月
法
改
正
法

(
法
律
第
二
二
二
号
)
と
同
月
二
十
日
の
公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
(
法

律
第
二
五
七
号
)
に
よ
っ
て
組
織
労
働
者
の
約
四
割
を
占
め
て
い
た
公

務
月
の
労
働
基
本
権
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ

は
、
G
H
Q
の
官
僚
制
改
革
に
呼
応
し
て
、
日
本
政
府
に
と
っ
て
は
、

労
働
組
合
運
動
の
左
傾
化
を
抑
止
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

従
来
、
竹
前
栄
治
氏
等
に
よ
っ
て
本
問
題
は
、
G
H
Q
内
部
の
G
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丁
こ

S
民
生
局
と
E
S
S
労
働
課
の
対
立
を
軸
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
間
接
統
治
下
に
あ
っ
た
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
、
政
府
に
よ

る
執
行
過
程
で
の
読
み
替
え
が
実
質
的
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ

の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を
含
む
行
動
が
G
H
Q
と
の
鋭
い
対
立
を
惹
起
す

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
日

本
政
府
の
動
き
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
「
政
令
第
二
〇
一
号
」

の
制
定
・
執
行
過
程
に
つ
い
て
関
係
史
料
を
分
析
す
る
。

1
　
「
政
令
第
二
〇
一
号
」
制
定
過
程

現
在
、
「
政
令
第
二
〇
一
号
　
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内

閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
最
高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す

る
政
令
」
に
関
す
る
本
紙
に
相
当
す
る
閣
議
書
は
(
法
務
庁
黒
罫
紙
)
、

(
9
)

国
立
公
文
書
館
の
『
公
文
顆
朱
』
に
所
収
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
政
令
第
二
〇
一
号
」
は
、
二
つ
の
閣
議
書
で
形
成
さ
れ
て

い
る
。
と
も
に
閣
議
書
の
文
書
番
号
と
し
て
閣
甲
第
三
二
三
号
と
い

う
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
三
十
日

の
臥
議
決
定
、
御
下
附
三
十
一
日
、
公
布
三
十
一
日
と
年
月
日
が
欄

外
に
記
入
さ
れ
て
い
る
閣
議
書
に
は
、
本
文
の
政
令
案
「
昭
和
二
十

三
年
七
月
二
十
二
日
付
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
最
高
司
令
官
書
簡

に
.
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令
」
(
B
4
判
黒
枠
用
紙
、
和
文
タ
イ
プ
)

の
右
上
に
黒
ペ
ン
書
に
て
「
修
正
に
よ
り
廃
案
」
と
書
込
み
さ
れ
て

い
る
(
史
料
2
)
。
つ
ま
り
、
こ
の
七
月
三
十
日
の
閣
議
決
定
日
時
が

あ
り
公
布
手
続
き
の
と
ら
れ
て
い
る
閣
議
書
の
本
文
に
相
当
す
る
部

分
は
廃
案
と
さ
れ
、
欄
外
に
「
昭
和
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
(
号
外

一
)
」
と
の
日
付
の
あ
る
閣
議
書
「
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
付

内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
最
高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関

す
る
政
令
案
の
修
正
案
」
に
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
(
史
料
3
)
。
結

局
、
こ
の
修
正
案
に
「
政
令
第
二
〇
一
号
」
と
の
番
号
が
l
付
さ
れ
て

公
布
手
続
き
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
政
令
第
二
〇
一
号
」
の
制
定
過
程
を
『
芦
田
均
日
記
』
第

二
巻
(
昭
和
六
十
一
年
、
岩
波
書
店
)
を
も
と
に
跡
づ
け
る
こ
と
と
す

る
。い

わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
書
簡
は
、
七
月
二
十
二
日
(
木
曜
日
)
.
の

段
階
で
G
H
Q
よ
り
芦
田
首
相
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
席
上
、

芦
田
首
相
は
、
G
S
(
民
生
局
)
の
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
局
長
に
対
し
て
「
明

朝
の
閣
議
で
披
露
し
て
政
府
の
態
度
を
極
め
ま
す
。
元
来
私
自
身
は

官
公
労
の
組
合
の
行
過
ぎ
を
一
皮
ハ
ッ
キ
リ
締
め
直
す
必
要
が
あ
る

と
考
へ
て
ゐ
た
し
、
民
主
党
の
態
度
は
む
し
ろ
此
書
面
の
線
に
沿
う

も
の
で
あ
る
。
只
、
社
会
党
が
ど
ん
な
態
度
に
出
る
か
は
不
安
で
あ

(
1
0
)

る
。
従
っ
て
政
治
的
の
波
紋
は
大
き
い
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
た
。

そ
し
て
、
翌
二
十
三
日
の
閣
議
で
は
、
政
隊
声
明
を
出
す
こ
と
を
決

め
、
二
十
七
日
の
段
階
で
政
府
の
訓
示
と
す
る
こ
と
に
し
、
二
十
九

日
に
は
政
令
案
と
し
て
臨
時
閣
議
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
加
藤
勘

十
労
働
大
臣
が
反
論
し
た
と
み
え
「
加
藤
労
働
相
の
顔
を
立
て
、
最
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へ
‖
)

終
決
定
を
明
日
に
持
ち
越
し
た
」
。
三
十
日
朝
の
定
例
閣
議
で
「
昨
日

の
続
き
で
M
a
c
A
r
t
h
u
r
書
簡
に
即
応
す
る
政
令
案
を
議
し
た
。
社
会

党
か
ら
は
労
組
の
感
情
を
顧
慮
し
て
新
し
さ
但
書
を
挿
入
す
る
よ
う

提
案
し
た
。
然
し
論
議
す
る
に
従
っ
て
そ
の
実
は
修
正
さ
れ
て
一
応

閣
議
の
案
は
決
定
し
た
が
、
私
は
尚
ほ
そ
れ
が
G
O
く
e
r
n
m
e
n
t
S
e
?

t
i
O
n
の
承
認
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
疑
は
し
い
と
考
へ
た
が
、
そ
の

場
合
に
は
更
に
修
正
す
れ
ば
よ
い
と
考
へ
て
同
意
し
た
。
一
時
に
閣

(
1
2
)

議
を
終
っ
た
」
。
こ
の
閣
議
決
定
が
G
H
Q
に
提
出
さ
れ
た
が
、
修
正

さ
れ
て
か
え
っ
て
き
た
た
め
、
三
十
一
日
の
午
後
四
時
半
か
ら
臨
時

閣
議
が
開
催
さ
れ
た
。
席
上
、
加
藤
労
相
が
「
労
働
基
準
法
の
権
利

は
其
佳
擁
護
し
な
け
れ
ば
と
力
ん
だ
が
、
段
々
議
論
の
末
、
終
に
原

案
の
文
字
を
少
し
修
正
し
て
納
得
し
た
。
他
愛
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
」

(
1
3
)

と
し
て
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
森
戸
辰
男
関
係
文
書
の
「
閣
議
配
付
資
料
」
　
(
昭
和
二
三
年

七
月
二
九
日
付
「
極
秘
　
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大

臣
宛
連
合
国
最
高
司
令
官
書
簡
に
伴
う
臨
隠
措
置
に
関
す
る
政
令
(
案
)
」
)

お
よ
び
二
つ
の
閥
議
書
(
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
類
果
』
)
の
加
筆
、

削
除
お
よ
び
訂
正
等
か
ら
、
閣
議
の
議
事
動
向
に
つ
い
て
見
る
こ
と

と
し
た
い
。

ま
ず
、
七
月
二
十
九
日
の
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
　
「
政
令
第
二
〇
一

号
」
′
の
原
案
は
、
第
一
条
を
二
項
に
わ
け
た
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
二
十
九
日
の
閣
議
で
は
、
公
務
員
の
定
義
に
つ
い
て

「
こ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
の
疑
義
に
つ
い
て
は
、
臨
時
人
事
委
員
会

が
こ
れ
を
決
定
す
る
」
が
加
筆
さ
れ
、
「
団
体
協
約
」
が
「
労
働
協
約
」

に
訂
正
さ
れ
て
い
る
　
(
史
料
1
)
。

そ
し
て
、
七
月
三
十
日
の
閣
議
決
定
文
書
で
は
、
公
務
月
の
団
体

交
渉
権
を
事
実
上
否
定
し
た
第
一
条
に
つ
い
て
骨
「
但
し
、
こ
の
制

限
の
下
に
お
い
て
、
公
務
月
又
は
そ
の
団
体
が
、
そ
の
代
表
者
に
よ

っ
て
、
勤
務
条
件
の
改
善
を
求
め
る
た
め
に
そ
の
意
見
、
希
望
又
は

不
満
を
表
明
し
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
交
渉
す
る
自
由
を

否
認
す
る
も
の
で
は
な
い
」
が
鉛
筆
書
で
加
筆
さ
れ
た
う
え
で
、
修

正
用
の
付
箋
が
付
さ
れ
黒
ペ
ン
書
で
浄
書
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第

一
条
の
第
二
項
に
お
い
て
も
「
但
し
、
こ
の
政
令
の
趣
旨
に
反
し
な

い
限
り
、
公
務
員
が
現
に
享
有
し
て
い
る
利
益
は
、
こ
れ
を
尊
重
す

る
」
が
黒
ペ
ン
書
で
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
七
月
三
十
日
の

閣
議
段
階
で
は
最
大
限
、
公
務
月
の
権
利
を
確
保
し
ょ
う
と
こ
こ
ろ

み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
(
史
料
2
)
。
し
か
し
、
七
月
三

十
日
の
閣
議
決
定
は
、
閥
議
書
欄
外
に
「
要
承
認
」
と
墨
書
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
、
G
H
Q
の
承
認
が
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
七
月
三
十
一
日
の
閣
議
に
お
け
る
修
正
は
、
す
で
に

G
H
Q
に
お
い
て
第
一
条
の
団
体
交
渉
権
の
内
容
に
つ
い
て
「
同
盟

罷
業
、
怠
業
的
行
為
等
の
脅
威
を
裏
付
け
と
す
る
拘
束
的
性
質
を
帯

び
た
」
と
の
内
容
が
附
加
さ
れ
、
交
渉
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
「
勤

務
条
件
の
改
善
」
が
削
除
さ
れ
た
あ
と
の
修
正
で
あ
っ
た
。
結
局
、
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「
こ
の
政
令
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
個
別
的
に
又
は
団
体
的
に
そ
の
代

表
を
通
じ
て
請
願
し
、
又
は
苦
情
、
意
見
、
希
望
若
し
く
は
不
満
を

表
明
し
」
を
「
請
願
し
、
又
は
」
を
い
っ
た
ん
「
陳
情
」
と
訂
正
の

後
、
削
除
。
「
希
望
若
し
く
は
」
を
「
希
望
又
は
」
に
訂
正
し
た
の
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
条
第
二
項
で
は
、
七
月
三
十
日
の

閣
議
の
段
階
で
「
公
務
月
を
構
成
月
と
す
る
団
体
と
周
又
は
地
方
公

共
団
体
の
間
に
お
け
る
労
働
協
約
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。
」
と
の

一
文
は
、
G
H
Q
で
「
給
与
、
服
務
等
公
務
月
の
身
分
に
関
す
る
事

項
に
関
し
て
、
従
前
政
府
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
措
置

の
効
力
は
、
こ
の
政
令
で
定
め
ら
れ
た
制
限
の
趣
旨
に
照
し
て
解
釈

さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
七
月
三

十
一
日
の
閣
議
で
は
、
「
照
し
て
」
以
降
の
部
分
を
「
矛
盾
し
、
又
は

違
反
し
な
い
限
り
、
引
き
つ
づ
き
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
」
と

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
芦
田
日
記
に
お
け
る
よ
う
な
芦
田
の
印

象
、
す
な
わ
ち
加
藤
労
相
が
「
労
働
基
準
法
の
権
利
は
其
億
擁
護
し

な
け
れ
ば
と
力
ん
だ
が
、
段
々
議
論
の
末
、
終
に
原
案
の
文
字
を
少

し
修
正
し
て
納
得
し
た
。
他
愛
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
」
と
い
う
よ
り

は
、
第
一
条
第
二
項
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
実
質
的
な
訂
正
で
あ
っ
た

、‖、

と
理
解
で
き
る
　
(
史
料
3
)
。

(
史
料
1
)昭

和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合

国
最
高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令

(
案
)
　
(
昭
和
二
三
、
七
、
二
九
　
閣
議
決
定
案
)

内
閣
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関

す
る
件
(
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
)
に
基
き
、
こ
こ
に

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
最

高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令
を
制
定
す

る
。

第
一
条
　
任
命
に
よ
る
と
雇
傭
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
国
又
は

地
方
公
共
団
体
の
職
月
の
地
位
に
あ
㌃
者
(
以
下
公
務
月
と
云

(
訂
正
　
鉛
筆
語
)
い
、
こ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
の
疑
義
に
つ
い
て
は
.

事
。
)
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て

臨
時
人
事
委
月
会
が
こ
れ
を

は
、
私
企
業
の
労

決
定
す
る

働
関
係
当
事
者
間
に
お
け
る
よ
う
な
団
体
交
渉
権
を
有
し
な

い
。
公
務
月
を
構
成
員
と
す
る
団
体
と
国
又
は
地
方
公
共
団
体

(
訂
正
　
黒
ペ
ン
書
)
労
働

と
の
問
に
お
け
る
蹄
体
協
約
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

2
.
労
働
委
月
会
は
、
公
務
員
又
は
そ
の
団
体
と
国
又
は
地

方
公
共
団
体
と
を
関
係
当
事
者
と
す
る
斡
旋
、
調
停
又
は
仲
裁

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(後略)

(
史
料
2
)

(前略)(
欄
外
記
入
　
熱
ペ
ン
再
)
帽
正
に
よ
り
廃
案

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連

(
削
除
　
茶
番
)

合
国
軍

最
高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関

「閣議」の文書学的一考察(小池)63



す
る
件
(
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
)
に
基
き
、
こ
こ
に

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
軍

最
高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令
を
制
定
す

る
。

第
一
条
　
任
命
に
よ
る
と
雇
傭
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
国
又
は

地
方
公
共
団
体
の
職
月
の
地
位
に
あ
る
者
(
以
下
公
務
月
と
云

(
訂
正
　
付
箋
　
黒
ペ
ン
書
)
(
崩
注
)

「
い
、
こ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
の
疑
義
に
つ
い
て
は
臨
時
人
事
委

(
別

号

月
会
が
卦
決
定
す
る
。
」
)
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対

し
て
は
、
・
私
企
業
の
労
働
関
係
当
事
者
間
に
お
け
る
よ
う
な
団

体
交
渉
権
を
有
し
な
い
。
「
但
し
、
こ
の
制
限
の
下
に
お
い
て
、

公
務
月
又
は
そ
の
団
体
が
、
そ
の
代
表
者
に
よ
っ
て
、
勤
務
条

件
の
改
善
を
求
め
る
た
め
に
そ
の
意
見
、
希
望
又
は
不
満
を
表

明
し
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
交
渉
す
る
自
由
を
否
認

す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
　
l
、

(
訂
正
　
付
箋
　
黒
ペ
ン
吉
)

2
　
「
公
務
月
を
構
成
員
と
す
る
団
体
と
国
又
は
地
方
公
共

団
体
の
掛
に
お
け
る
労
働
」
協
約
は
、
.
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

(
訂
正
付
箋
黒
ペ
ン
書
)

「
但
し
、
・
こ
の
政
令
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
り
、
公
務
員
が
現
に

享
有
し
て
い
る
利
益
は
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
。
」

(
訂
正
　
黒
ペ
ン
語
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
加
筆
　
墨
書
)

「
3
」
　
労
働
委
員
会
は
、
公
務
月
と
「
又
は
そ
の
団
体
」
国
又
は

地
方
公
共
団
体
を
関
係
当
事
者
と
す
る
す
べ
て
の
斡
旋
調
停
又

は
仲
裁
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

除

旦里

笑

許

(
後
略
)

(
編
注
)
　
以
下
、
「
　
」
内
の
文
章
は
加
筆
を
表
わ
す
。

(
史
料
3
)

(
前
略
)

(
加
筆
　
墨
書
)

政
令
第
二
百
一
号

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合

国
最
高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関

す
る
件
(
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
)
に
基
き
、
こ
こ
に

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
最

高
司
令
官
書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令
を
制
定
す

る
。

第
一
条
　
任
命
に
よ
る
と
雇
傭
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
国
又
は

地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
地
位
に
あ
る
者
(
以
下
公
務
月
と
い

い
、
こ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
の
疑
義
に
つ
い
て
は
臨
時
人
事
委
月

全
が
決
定
す
る
。
)
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
同
盟

罷
業
、
怠
業
的
行
為
等
の
脅
威
を
裏
付
け
と
す
る
拘
束
的
性
質

を
帯
び
た
、
い
わ
ゆ
る
団
体
交
渉
権
を
有
し
な
い
。
但
し
、
公

務
月
又
は
そ
の
団
体
は
、
こ
の
政
令
の
制
限
内
に
お
い
て
個
別

(
削
除
　
黒
ペ
ン
者
)

的
に
又
は
団
体
的
に
そ
の
代
表
を
通
じ
て
苛
H
H
H
叉
苦
情
、

(
訂
正
黒
ペ
ン
古
)
又

意
見
、
希
望
丑
…
W
¶
不
不
満
を
表
明
し
、
且
つ
、
こ
れ
に
つ
い

(
訂
正
赤
ベ
ン
書
)
十

て
充
分
な
話
を
を
な
し
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

・
い
ふ
意
味
に
お
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
当
局
と
交
渉
す
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る
自
由
を
否
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

2
　
給
与
、
服
務
等
公
務
員
の
身
分
に
関
す
る
事
項
に
関

(
訂
正
　
黒
ペ
ン
吾
)
国
又
は
地
方
公
共
団
体

し
て
、
従
前
政
府
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
す
べ
て
の
措
置
の

(
訂
正
黒
ベ
ン
吾
)
に
つ
い
て

効
力
は
、
こ
の
政
令
で
定
め
ら
れ
た
制
限
の
趣
旨
に
照
し
て

(
訂
正
　
黒
ペ
ン
者
)
反
し
な
い
限
り
、
引
き
つ
づ
き
効
力
を
有
す
る
(
加
筆
　
赤
ペ
ン
誇
)
「
も
の
と
す
る
。
」

.
・
解
枕
碁
軋
る
孤
神
社
T
I
寵
H
H

3
　
現
に
繋
屈
中
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
を
関
係
当
事
者

と
す
る
す
べ
て
の
斡
旋
、
調
停
又
は
仲
裁
に
関
す
る
手
続
は
、

(
加
筆
〓
削
除
)

中
止
さ
れ
る
。
「
爾
後
后
臨
時
人
事
委
員
会
は
、
公
務
員
の
利
益

を
保
護
す
る
責
任
を
有
す
る
責
任
を
有
す
る
機
関
と
な
る
。
」

(後略)
2
　
「
政
令
第
二
〇
一
号
」
　
の
執
行
過
程

前
節
で
の
「
政
令
第
二
〇
一
号
」
の
制
定
過
程
を
確
認
の
う
え
、

政
令
第
二
〇
一
号
の
執
行
過
程
に
つ
い
て
森
戸
辰
男
関
係
文
書
の

「
閣
議
配
付
資
料
」
で
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
森
戸
辰
男
関
係
文
書
の

「
閣
議
配
付
資
料
」
に
は
、
政
令
第
二
〇
一
号
の
閣
議
決
定
文
書
こ
そ

有
し
て
い
な
い
も
の
の
、
閣
議
決
定
以
前
の
史
料
と
決
定
後
の
施
行

過
程
に
関
す
る
史
料
を
所
収
し
て
い
る
。

こ
の
政
令
第
二
〇
一
号
の
執
行
過
程
に
相
当
す
る
史
料
と
し
て

は
、
「
(
極
秘
)
通
達
書
(
案
)
」
(
史
料
4
)
と
「
(
極
秘
)
各
省
庁
労
働

協
約
に
関
す
る
政
令
第
二
百
一
号
第
一
条
第
二
項
の
取
扱
方
針
」
(
史

料
5
)
が
あ
る
。
両
文
書
と
も
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
五
日
の
次
官
会

議
決
走
を
へ
て
、
十
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
文
書
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
国
立
公
文
書
館
の
『
公
文
類
衆
』
に
は
所
収
さ
れ
て
い
な
い
。

(
史
料
4
)

[
極
秘
]

加

」、・::

誰
二二≒書十日

G
H
Q
承
認
」

一
日
政
会
第
二
百
一
号
を
以
て
「
昭
和
二
十

(
案
)
　
　
(
二
三
・
八
・
五
　
次
官
会
議
申
合
せ
ノ
)

八
、
一
〇
　
閣
議
決
定
、
即
時
通
達
可
」

(欄外記入1)

三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
最
高
司
令
官

書
簡
に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令
」
が
公
布
施
行
せ
ら
れ

た
こ
と
は
御
承
知
の
通
り
で
あ
る
。

右
政
令
の
施
行
に
伴
い
貴
組
合
は
左
記
事
項
を
了
知
の
上
、
・
至

急
所
要
の
処
置
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
同
盟
罷
業
、
怠
業
的
行
為
等
の
脅
威
を
裏
付
け
と
す
る
拘

束
的
性
質
を
帯
び
た
い
わ
ゆ
る
対
等
の
立
場
に
お
い
て
の
団
体

交
渉
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
公
務
員
又
は
そ
の

団
体
は
こ
の
政
令
の
線
に
沿
う
て
勤
務
条
件
の
改
善
を
求
め
る

(
訂
正
　
黒
ペ
ン
杏
)
フ
ー
パ
ー
氏

た
め
に
丑
H
爪
W
催
来
者
を
通
じ
て
苦
情
、
意
見
、
希
望
又
は
不
満

を
表
明
し
、
且
つ
、
こ
れ
に
つ
い
て
十
分
な
話
合
を
な
し
、
証

拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
幸
て
交
渉
す

る
自
由
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
右
の
範
囲
内
に
領

事
通
監
震
讃
望
翫
梨
針
意
牟
雷
。

二
、
従
来
労
働
協
約
協
定
、
申
合
せ
等
は
無
効
と
な
っ
た
。
従

(欄外記入2)
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(欄外記入3)

っ
て
経
営
協
議
会
の
如
き
も
当
然
消
滅
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
承
知
せ
ら
れ
た
い
。
但
し
、
こ
の
政
令
の
趣
旨
に
矛
盾
し
叉

は
違
反
し
な
い
限
り
、
給
与
、
服
務
等
公
務
月
の
身
分
に
関
す

る
事
項
に
関
し
て
と
つ
た
従
前
の
措
置
は
引
続
き
効
力
を
有
す

る
よ
う
措
置
す
る
。
ま
た
、
政
府
は
こ
の
際
進
ん
で
福
利
厚
生

の
適
切
を
期
す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
を
申
添
え
る
。

三
、
従
来
の
労
働
協
約
等
に
基
く
組
合
事
務
専
従
者
は
認
め
ら

れ
な
い
し
、
こ
れ
に
対
し
俸
給
を
支
給
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な

い
。
従
っ
て
、
専
従
者
は
速
か
に
職
場
に
復
帰
す
る
よ
う
貴
組

合
と
し
て
も
然
る
べ
き
方
途
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
。
な
お
、
そ
れ

ぞ
れ
の
職
場
復
帰
に
つ
い
て
は
当
局
と
し
て
も
出
来
得
る
限
り

便
宜
を
は
か
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

四
、
公
務
月
に
は
争
議
権
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
同
盟
罷
業
、
怠
業
的
行
為
は
勿
論
、
い
や
し
く

も
業
務
の
正
常
な
る
運
営
能
率
を
阻
害
す
る
如
き
行
動
は
許
さ

れ
な
い
。

高
一
斯
か
る
行
動
に
出
ず
る
者
が
あ
れ
ば
、
本
政
令
に
よ
っ
て

厳
重
に
処
分
せ
ら
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
貴
組
合
に

お
い
て
も
十
分
留
意
せ
ら
れ
た
い
。
(
以
下
省
略
)

(欄外記入4)(欄外記入5)

(
欄
外
記
入
2
)
各
省
及
人
事
委
月
会
に
申
立
る
こ
と
が
で
き
る
旨
明
示
す

べ
き
だ
　
(
鈴
木
)

(
編
注
)
　
(
欄
外
記
入
2
)
　
は
「
*
」
　
の
個
所
に
該
当
す
る

(
欄
外
記
入
3
)
　
フ
ー
パ
ー
氏
e
l
C
ニ
反
対
　
(
赤
鉛
筆
書
)

(
欄
外
記
入
4
)
(
鈴
木
)
具
体
的
に
示
す
要
あ
り
。
(
交
通
費
の
経
超
過
す
る

を
躁
こ
む
事
等
)
　
政
府
と
し
て
之
に
関
連
し
別
に
考
慮
し
声
明
す
る
要

あ
り
、
蔵
相
が
三
、
七
〇
〇
円
ベ
ー
ス
を
堅
持
す
る
声
明
を
し
て
ゐ
る
。

(
加
藤
)
蔵
相
(
筆
者
注
　
北
村
徳
太
郎
)
　
の
立
場
は
諒
と
す
る
。
刺
戟
は

し
て
ゐ
る
。
実
際
に
は
考
慮
を
要
す
。

(
欄
外
記
入
5
)
苫
米
地
(
筆
者
注
　
苫
米
地
義
三
官
房
長
官
)
今
月
中
に
給

与
問
題
の
結
論
を
出
す
よ
う
浅
井
(
筆
者
注
　
活
)
委
月
長
に
要
望
し
お

け
り
。
福
利
施
設
は
予
算
を
要
す
れ
ば
、
当
然
国
会
問
題
と
な
る

(
史
料
5
)
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(欄外記入2)(欄外記入1)

(
欄
外
記
入
1
)
(
加
藤
)
八
十
六
条
の
規
定
の
場
合
も
考
慮
し
具
体
的
に
説

明
す
る
が
可
。
趣
旨
は
可
。

[
極
登
　
(
二
三
、
八
、
五
　
次
官
会
議
決
定
〓
加
筆
赤
鉛
筆
書
)

十
一
日
G
S
承
認
　
(
赤
字
、
G
S
)

各
省
庁
労
働
協
約
に
関
す
る
政
令
第
二
百
一
号
第
一
条
第
二

項
①
取
扱
方
針

「
　
組
合
員
た
る
こ
と
又
は
非
組
合
月
た
る
こ
と
を
理
由
と
し

(
訂
正
　
赤
鉛
筆
杏
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

て
差
別
待
遇
を
し
な
い
ー
尊
蛮
骨
札
甘
.
.
寸
朴
。

二
、
人
事
委
月
会
の
所
管
で
あ
り
、
組
合
と
協
議
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
が
(
加
筆
　
赤
鉛
筆
至
「
人
事
委
月
会
の
定
め
る
手
続
に

し
た
が
っ
て
」
、
組
合
の
意
見
を
き
く
こ
と
は
差
支
な
い
。

三
、
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇



ー
存
続
さ
せ
て
よ
い
。

四
、
超
過
勤
務
手
当

-
存
続
さ
せ
て
よ
い
。
(
給
与
支
給
準
則
に
よ
る
。
)

(
編
注
)

丑
ル
=
薬
事
補
償

-
有
線
甘
且
丑
≠
よ
仏
H
が
甘
協
議
は
兼
帯
的
葱
U
も
ゐ
H
丑
軋
晶
瓜
肺
H
H

鷺

償

≠

廿

亜

間

印

は

丑

亜

並

-

固

心

重

苦

補

償

法

案

六
、
人
事
に
関
す
る
事
項

1
.
基
準
の
協
議
-
認
め
な
い
。

2
.
事
前
通
知
-
認
め
な
い
。
実
際
上
本
人
に
通
知
す
る
の

は
よ
い
が
義
務
ず
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

3
.
解
雇
制
限
-
協
約
に
基
く
拘
束
受
け
な
い
が
、
例
え
ば
、

日
教
組
に
関
し
て
は
、
全
教
協
の
労
働
協
約
書
第
十
二
条
第
二

号
第
三
号
記
載
の
事
項
(
産
前
産
後
砧
整
裏
(
朋
輩
禦

十
日
間
は
罷
免
し
な
い
等
)
　
は
尊
重
し
て
差
支
な
い
と
思
わ
れ

る
。

七
、
組
合
活
動

(
削
除
赤
鉛
芸
)

り
　
1
.
専
従
者
-
認
め
な
い
。
丑
盟
冊
打
算
萄
劇
諾
≠
①
廿
条

(欄外記入3)

入竺
三
、
六
、
日
閂
軍
営
缶

欄
　
2
・
勤
務
時
間
中
の
組
合
活
動
-
原
則
と
し
て
認
め
な

(
加
彗
・
取
空
軍
〓
訂
正
　
赤
鉛
筆
詩
)
所
轄
庁
長
の
承
認

しヽ

(欄外記入5)

「
但
し
止
著
を
得
た
と
き
は
勤
蕃
時
間
中
と
い
え
ど
も
政
令

(
加
筆
赤
鉛
筆
)

第
二
〇
二
号
第
一
条
第
二
唄
但
書
の
交
渉
「
紹
㌍
)
は
差
支
な

ヽ

　

0

し
V八

、
経
営
協
議
会

(
削
除
　
赤
鉛
筆
書
)

-
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
‥
‥
、
　
　
　
　
、
　
`

l

　

、

、

`

　

　

　

　

　

　

‥

　

寸

　

　

。

　

　

(

欄

外

記

入

7

)

九
、
厚
生
福
利
施
設

-
運
営
に
つ
い
て
舶
僻
仲
意
見
を
き
く
こ
と
は
差
支
な
十

一
〇
、
政
治
活
動

-
公
務
員
法
一
〇
二
条
に
よ
り
取
扱
う
。

一
一
、
公
職
就
任

-
公
務
月
法
一
〇
一
条
及
び
一
〇
二
条
に
よ
り
取
扱
う
。

備
考醗

瞳
醍
膜
憺
詣
用
摘
塁

2
.
な
お
、
公
務
月
法
第
一
〇
六
条
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
規

則
で
別
段
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従
う
べ
き
も
の
で

あ
る
藷
品
魂
撃
雷
。(

欄
外
記
入
9
)
　
(
欄
外
記
入
1
0
)

(
欄
外
記
入
1
)
フ
ー
パ
ー
氏
ト
人
事
院
ト
ノ
間
二
打
会
ヲ
行
ヒ
、
本
日
中

ニ
ハ
承
認
ア
ル
見
込

(
欄
外
記
入
2
)
暫
時
発
表
留
保
　
二
三
、
八
、
一
〇
閣
議
決
定

(
欄
外
記
入
3
)
(
*
基
準
法
産
後
六
週
間
)

(
欄
外
記
入
4
)
交
渉
ノ
為
ノ
代
表
者
ヲ
エ
ラ
ブ
職
場
大
会
ノ
如
キ
ハ
支
障
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ナ

シ

ト

(
削
除
　
赤
鉛
筆
寄
)
.

(
欄
外
記
入
5
)
本
属
長
官
の
承
認
を
得
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
　
(
夜

襲
戦
術
に
対
す
る
措
置
)

(
欄
外
記
入
6
)
不
要
。
人
事
委
月
会
デ
ヤ
ル
ベ
キ
ト
、

(
欄
外
記
入
7
)
運
営
ヲ
マ
カ
セ
ル
コ
ト
ハ
不
可
。

(
欄
外
記
入
8
)
公
選
ニ
ヨ
ル
候
補
者
政
党
ノ
役
月
就
任
等

(
欄
外
記
入
9
)
(
芦
田
)
全
官
公
が
政
治
的
要
求
と
し
て
内
閣
退
陣
国
会
解

散
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
は
い
き
す
ぎ
也
、
個
人
と
し
て
意
見

を
い
ふ
こ
と
は
別
な
り

(
高
山
)
政
治
活
動
は
自
由
と
の
協
約
あ
れ
ば
S
-
O
N
(
筆
者
」
公
務
月
法
一
〇

二
条
)
　
で
制
限
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
念
の
為
表
示
せ
り

(
芦
田
)
S
-
O
N
之
外
は
ど
ん
な
政
治
活
動
を
し
て
も
よ
い
と
誤
解
を
招
く
惧

な
き
や

(
一
松
　
(
筆
者
注
一
松
定
吉
建
設
大
臣
　
)
S
g
T
g
N
は
当
然
通
用
さ
れ

る
故
に
、
一
〇
、
一
一
は
不
必
要
な
ら
ず
や

(
高
山
)
個
人
の
権
利
の
外
組
合
の
権
利
を
認
め
て
い
る
向
き
も
あ
る
か

ら
、
と
丸
も
S
-
0
-
-
O
N
　
で
行
く
こ
と
を
念
の
為
示
さ
ん
と
す
。
.

さ
ら
に
、
組
合
の
為
の
庁
舎
使
用
に
つ
い
て
は
、
「
差
当
り
は
認
め
て
よ

い
」
と
の
閣
議
決
定
に
対
し
て
、
G
S
側
は
「
事
務
上
　
支
障
な
い
限
り

▼
断
続
的
使
用
を
認
、
め
て
よ
い
」
に
対
し
て
も
、
次
の
様
な
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
。

(
欄
外
記
入
1
0
〓
一
松
)
各
庁
に
一
々
部
屋
を
つ
く
ら
せ
る
要
無
し
原
則
と

し
て
は
認
め
ぬ
が
可
、

(
加
藤
)
統
制
連
絡
上
部
屋
を
与
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
や

(
苫
米
地
)
程
度
問
題
。
何
れ
は
消
滅
せ
し
め
る

(
編
瞥
「
五
」
は
赤
線
・
赤
鉛
筆
書
に
て
全
文
削
除
。

以
上
、
「
(
極
秘
)
通
達
書
(
案
)
」
(
史
料
4
)
は
、
.
官
公
労
等
の
組

合
に
通
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
徴
的
な
の
は
、
閣
僚
発
言
を

中
心
に
閣
議
内
容
が
判
明
す
る
書
込
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

公
務
月
の
団
体
交
渉
権
の
喪
失
も
、
「
(
加
藤
)
八
十
六
条
の
規
程
の
場

合
も
考
慮
し
具
体
的
に
説
明
す
る
が
可
。
趣
旨
は
可
」
「
各
省
及
人
事

委
員
会
に
申
立
る
こ
と
が
で
き
㌃
旨
明
示
す
べ
き
だ
(
鈴
木
)
」
と
の

加
藤
(
勘
十
)
労
相
、
鈴
木
(
義
男
)
法
務
総
裁
の
発
言
が
記
載
さ
れ
、

こ
の
結
果
、
「
申
出
の
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
用
意
が
あ
る
」

の
一
文
は
、
「
所
轄
省
庁
の
申
出
で
ら
れ
た
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
労
働
協
約
協
定
の
破
棄
を
代
替
す
る
措
置
と
し
て
申
し
出
で
ら

れ
た
「
福
利
厚
生
の
適
切
を
期
す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
を
申
添
え
る
」

と
の
一
文
に
対
し
て
、
鈴
木
国
務
大
臣
か
ら
「
具
体
的
に
示
す
要
あ

り
(
交
通
費
の
経
超
過
す
る
を
繰
こ
む
事
等
)
」
「
政
府
と
し
て
之
に
関
連

し
別
に
考
慮
し
声
明
す
る
要
あ
り
、
蔵
相
(
著
者
注
　
北
村
徳
太
郎
)

が
三
、
七
〇
〇
円
ベ
ー
ス
を
堅
持
す
.
る
声
明
を
し
て
ゐ
る
。
」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
加
藤
労
相
は
、
「
蔵
相
の
立
場
は
諒
と
す
る
。

刺
戟
は
し
て
ゐ
る
。
実
際
に
は
考
慮
を
要
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
に
苫
米
地
(
拳
二
)
官
房
長
官
は
、
「
今
月
中
に
給
与
問
題
の
結
論

を
出
す
よ
う
浅
井
(
活
)
委
月
長
に
要
望
し
お
け
り
。
福
利
施
設
は
予

算
を
要
す
れ
ば
、
当
然
国
会
問
題
と
な
る
」
(
史
料
2
)
と
答
え
て
い
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る
(
こ
の
よ
う
な
背
景
と
し
て
は
、
政
令
第
二
〇
一
号
に
よ
り
存
在
の
根
拠

を
失
っ
た
組
合
事
務
専
従
者
が
「
現
業
　
全
逓
三
千
　
国
鉄
一
万
九
千
六

百
、
実
ハ
ソ
ノ
三
倍
ア
リ
」
と
の
欄
外
記
入
か
ら
、
現
業
の
組
合
専
従
者
の

(
1
5
)

比
重
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
)
。

ま
た
、
「
(
極
秘
)
各
省
庁
労
働
協
約
に
関
す
る
政
令
第
二
百
一
号
第

一
条
第
二
項
の
取
扱
方
針
」
は
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
五
日
の
時
次

官
会
議
で
決
定
し
た
原
案
を
、
十
日
の
閣
議
で
修
正
も
閣
議
決
定
(
墨

書
の
部
分
)
。
こ
れ
を
G
H
Q
の
G
S
・
民
生
局
が
修
正
(
赤
鉛
筆
書
の

部
分
)
し
、
改
め
て
閣
内
で
審
議
さ
れ
て
い
る
の
が
理
解
で
き
る
(
黒

ペ
ン
書
の
欄
外
記
入
等
)
　
(
史
料
5
)
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
七
、
組
合
活
動
」
中
の
「
2
勤
務
時
間
の
組

合
活
動
」
は
「
原
則
と
し
て
認
め
な
い
」
と
の
方
針
に
対
し
て
、
八

月
十
日
の
閣
議
で
「
但
し
上
司
の
許
可
を
得
た
と
き
は
勤
務
時
間
中

と
い
え
ど
も
政
令
第
二
〇
一
号
第
一
条
第
一
項
但
書
の
交
渉
は
差
支

な
い
。
」
お
よ
び
(
欄
外
記
入
5
)
「
本
属
長
官
の
承
認
を
得
た
場
合
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
(
夜
襲
戦
術
に
対
す
る
措
置
)
」
七
の
但
書
が
い
っ

た
ん
決
ま
っ
た
も
の
の
、
G
S
・
民
生
局
で
「
交
渉
ノ
為
ノ
佃
表
ノ

事
ナ
ラ
バ
職
場
大
会
ノ
如
キ
ハ
支
障
ナ
シ
ト
」
と
の
意
見
を
う
け
て

「
但
し
所
轄
庁
長
の
承
認
を
得
た
と
き
は
勤
務
時
間
中
と
い
え
ど
も

政
令
第
二
〇
一
号
第
一
条
竺
l
　
項
但
書
の
交
渉
の
如
き
は
差
支
な

い
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訂
正
を
う
け
て
(
欄
外
記
入

9
)
(
欄
外
記
入
1
0
)
の
よ
う
な
議
論
が
.
閣
内
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
(
欄
外
記
入
9
〓
欄
外
記
入
1
0
)
は
1
議
事
録
を
持
た
な
い
閣

議
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
G
S
で
の
修
正
を
踏
ま

え
て
、
日
本
政
府
が
政
令
第
二
〇
一
号
を
い
か
に
執
行
す
る
か
を
め

ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
社
会
党
出
身
の
加
藤
労
相
が
官
公
労
等

労
働
組
合
を
顧
慮
し
て
政
令
第
二
〇
一
号
の
執
行
段
階
で
の
読
み
替

え
を
策
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
芦
田
首
相
お
よ
び
民
主
党
出
身
閣

僚
等
が
よ
り
厳
し
く
通
用
し
ょ
う
と
し
て
両
者
間
に
対
立
が
生
じ
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
『
公
文
類
朱
』
所
蔵
の
閣
議
書
と

の
比
較
を
通
じ
て
森
戸
辰
男
関
係
文
書
「
閣
議
配
付
資
料
」
の
史
料

的
価
値
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
二
点
で
あ
る
。

a
.
閣
議
書
に
結
実
す
る
以
前
の
政
策
文
書
を
所
収
し
て
い
る
。

b
.
加
筆
、
訂
正
お
よ
び
削
除
箇
所
の
検
討
に
よ
り
閣
議
の
再
現

が
可
能
で
あ
り
、
特
に
森
戸
辰
男
関
係
文
書
の
場
合
、
閣
僚
の

発
言
が
具
体
的
に
書
込
み
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
閣
議
配
付
資
料
」
の
政
策
過
程
で
の
位
置
付
け
を
す
る

な
ら
ば
、
官
僚
に
よ
る
政
策
立
案
過
程
の
結
果
(
次
官
会
議
決
定
)
と

し
て
の
閣
議
論
議
を
決
定
す
る
国
家
意
思
最
高
決
定
機
関
で
あ
る
閥
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議
文
書
、
政
策
決
定
過
程
の
文
書
と
言
え
る
(
史
料
1
)
。
こ
の
閣
議

文
書
の
本
紙
は
、
『
公
文
類
策
』
所
収
の
閣
議
書
で
あ
り
、
森
戸
辰
男

関
係
文
書
の
よ
う
に
修
正
を
加
え
た
「
閣
議
配
付
資
料
」
は
「
写
」

で
あ
り
、
閣
議
で
配
布
さ
れ
、
審
議
に
ふ
さ
れ
た
文
書
と
し
て
「
案
」

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
(
史
料
5
)
　
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
G
H
Q
・

G
S
よ
る
修
正
が
理
解
で
き
、
日
本
政
府
と
G
H
Q
と
の
関
係
に
つ

い
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
閣
議
配
付
資
料
」
は
、
閣
議
書
を
形

成
す
る
過
程
で
の
原
案
、
周
辺
・
参
考
文
書
を
多
く
含
ん
で
お
り
、

ど
の
よ
う
に
し
て
閣
議
で
決
定
さ
れ
、
G
H
Q
で
の
修
正
を
へ
て
い

か
に
執
行
せ
ん
と
し
た
の
か
、
と
い
う
政
策
過
程
全
般
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
閣
議
の
議
事
内
容
を
具
体
的
に
し
め
す

閣
僚
の
尭
言
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
政
策
決
定
過
程
・
執
行
過
程

と
し
て
閣
議
の
具
体
的
内
容
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
閣
議
時
に
書
込

ま
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
た
め
、
最
も
閣
議
の
内
容
を
正
確
に
再

現
す
る
史
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
閣
議
配
付
資
料
」
と
「
閣
議
書
」
と
の
偏
差
が
閣
議
の
議

事
内
容
と
い
え
る
。
具
体
的
に
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
政
令
第
二
〇
一

号
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
同
時
に
、
こ
の
閣
議
に
お
い
て
、
「
政
令
」

執
行
過
程
で
読
み
替
え
を
は
か
る
社
会
党
側
と
、
公
務
員
法
の
改
正

を
策
す
る
民
主
党
側
と
の
対
立
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
以
上
の
よ

う
に
、
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
閣
議
が
芦
田
内
閣
期
に
は
機
能
し
、

審
議
結
果
と
し
て
政
策
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
閣
議
は
、

稟
議
制
に
み
ら
れ
る
積
み
上
げ
型
の
政
策
決
定
過
程
だ
け
で
な
く
、

間
接
統
治
を
し
て
い
る
G
H
Q
と
の
交
渉
が
本
質
的
な
政
策
決
定
の

前
提
と
し
て
あ
り
、
政
策
執
行
の
場
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

閣
議
書
の
み
な
ら
ず
「
閣
議
配
付
資
料
」
と
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
政

策
決
定
の
現
場
と
、
政
策
決
定
過
程
と
し
て
の
閣
議
の
歴
史
的
意
義

が
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

註(
1
)
　
城
山
英
明
他
編
著
『
中
央
省
庁
の
政
策
形
成
過
程
-
日
本
官
僚
制
の
解

剖
-
』
中
央
大
学
出
版
会
、
平
成
十
一
年
。

(
2
)
　
政
府
委
月
制
度
の
廃
止
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
今
後
、
議
院
改
革
お
よ
び

行
政
改
革
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
是
正
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
。

(
3
)
　
片
岡
寛
光
「
日
本
の
議
院
内
閣
制
」
　
(
『
内
閣
の
機
構
と
補
佐
機
構
」
昭

和
五
七
年
、
成
文
堂
)
。

(
4
)
　
閣
議
に
関
し
て
の
正
式
な
記
録
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
官
房
副
長
官
(
な

い
し
内
閣
法
制
局
長
官
)
　
が
閣
議
後
の
官
房
長
官
記
者
会
見
の
た
め
に
閣
僚

の
発
言
を
メ
モ
し
て
い
る
　
(
御
厨
貴
・
渡
迫
昭
夫
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
「
首

相
官
邸
の
決
断
　
内
閣
官
房
副
長
官
石
原
信
雄
の
2
6
0
0
R
こ
〔
中
央
公
論

社
、
平
成
九
年
、
一
九
四
～
一
九
六
頁
〕
　
お
よ
び
後
藤
田
正
晴
r
情
と
理
」

上
巻
〔
講
談
社
、
平
成
十
年
、
二
九
〇
～
二
九
二
頁
〕
)
。

(
5
)
　
佐
藤
達
夫
は
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
手
許
資
料
と
し
て
閣
議
参
考
資
料

を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
石
橋
湛
山
関
係
文
書
に
は
、
石
橋
が
大
蔵
大
臣
時

の
も
の
と
し
て
閣
説
配
付
資
料
と
し
て
の
　
「
食
糧
」
関
係
の
も
の
が
あ
る
。

(
6
)
　
森
戸
辰
男
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
森
戸
辰
男
関
係
文
書
解
題
」
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(
『
広
島
大
学
史
紀
要
』
第
一
号
、
平
成
十
一
年
三
月
)
　
お
よ
び
拙
稿
「
森
戸

辰
男
、
人
と
思
想
」
(
同
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
広
島
大
学
所
蔵
「
森

戸
辰
男
関
係
文
書
」
は
、
広
島
大
学
の
教
官
有
志
に
よ
る
森
戸
文
書
研
究
会

に
よ
っ
て
現
在
も
整
理
中
で
あ
る
。
平
成
十
一
年
末
段
階
で
、
二
万
六
〇
〇

〇
点
を
越
え
る
膨
大
な
史
料
群
で
あ
る
。

な
お
、
森
戸
辰
男
関
係
文
書
の
「
閣
議
配
付
資
料
」
は
、
袋
詰
め
に
さ
れ

て
各
国
務
大
臣
に
配
付
さ
れ
た
も
の
で
次
の
よ
う
な
構
成
を
有
し
て
い
る
。

ィ
.
閣
議
議
事
目
次

ロ
.
閣
議
案
件
資
料

ハ
.
各
省
庁
提
出
案
件
資
料

こ
.
国
政
に
関
す
る
重
要
調
査
報
告
等

=
」
の
う
ち
、
「
ィ
.
閉
講
議
事
日
次
」
は
、
B
4
判
の
わ
ら
半
紙
に
孔
版
な

い
し
和
文
タ
イ
プ
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
内
容
は
、
閣
議
開
催
日

時
と
時
間
、
閣
議
の
種
類
　
(
定
例
閣
議
か
臨
時
閣
議
か
。
な
お
、
定
例
閣
議

は
、
毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
)
、
具
体
的
な
議
題
が
一
般
案
件
、

法
律
案
、
政
令
案
、
人
事
等
の
項
目
に
分
類
の
う
え
列
記
さ
れ
て
い
る
。
各

項
目
の
案
件
は
、
各
省
庁
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
頭
に
「
資

料
あ
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
「
ロ
.
閣
議
案
件
資
料
」
お
よ
び
「
ハ
.

各
省
庁
提
出
案
件
資
料
」
が
同
封
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
ロ
.
閣
議
案
件
資
料
」
と
は
、
次
章
で
考
察
す
る
「
政
令
第
二
〇
一
号
　
昭

和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
総
理
大
臣
宛
連
合
国
日
坂
高
司
令
官
書
簡

に
基
く
臨
時
措
置
に
関
す
る
政
令
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
内
閣
官
房
・
法

務
庁
　
(
当
該
期
、
法
制
局
解
体
に
よ
り
司
法
省
と
併
せ
て
法
務
庁
。
昭
和
二

七
年
法
制
局
、
同
三
七
年
内
閣
法
制
局
と
改
称
。
『
内
閣
法
制
局
史
J
　
〔
昭
和

四
九
年
〕
、
『
内
閣
法
制
局
百
年
史
」
〔
昭
和
六
〇
年
〕
、
『
内
閣
法
制
局
の
回
想
」

〔
昭
和
六
〇
年
〕
)
、
そ
し
て
総
理
庁
か
ら
の
閣
議
請
議
で
あ
り
、
内
閣
の
正
式

な
意
思
決
定
を
必
要
と
す
る
重
要
案
件
、
い
わ
ゆ
る
「
閣
議
決
定
」
事
項
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
ハ
.
各
省
庁
提
出
案
件
資
料
」
は
、
各
省
庁
の
所

轄
事
項
で
あ
る
が
、
発
効
に
あ
た
っ
て
他
省
庁
に
も
関
係
を
有
す
る
こ
と
か

ら
、
「
閣
議
了
解
」
を
必
要
と
す
る
事
項
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
も
、
わ
ら

半
紙
に
和
文
タ
イ
プ
な
い
し
孔
版
で
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
、
閣
議
に
提
出
さ

れ
た
段
階
で
は
「
案
」
で
あ
る
た
め
文
書
番
号
等
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
ク
リ
ッ
プ
な
い
し
ホ
ッ
チ
キ
ス
止
め
さ
れ
た
B
4
な
い
し
B
5
判
の

大
き
さ
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
予
算
書
等
の
冊
子
体
の
も
の
も
含
ま
れ
る
。

多
く
の
文
書
に
は
、
用
紙
の
右
上
隅
に
、
森
戸
の
サ
イ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
森
戸
の
サ
イ
ン
　
(
書
判
)
　
の
多
く
は
、
青
ペ
ン
書
・
鉛
筆
書
で
ロ
ー
マ

字
の
「
M
T
」
と
い
う
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
件
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
　
(
森
戸
は
、

閤
議
書
の
花
押
に
は
、
「
森
戸
」
と
行
書
に
近
い
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
サ

イ
ン
の
な
か
に
は
、
こ
の
「
森
戸
」
と
の
漢
字
で
か
か
れ
た
も
の
も
あ
る
)
。

「
ニ
.
国
政
に
関
す
る
重
要
調
査
報
告
等
」
に
つ
い
て
は
、
「
ィ
.
閣
議
議

事
目
次
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
閣
議
で
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
各
月
の
石
炭
産
出
量
や
物
価
調
査
等
等
の
統
計
等
が
同
封
さ
れ
て
い
る

(
物
価
庁
関
係
資
料
は
、
国
立
国
会
因
書
館
憲
政
資
料
室
が
所
蔵
し
、
公
開
さ

れ
て
い
る
)
。
そ
の
う
え
で
、
森
戸
辰
男
関
係
文
書
の
「
閣
議
配
付
資
料
」
は

森
戸
辰
男
自
身
の
手
に
よ
り
再
分
類
さ
れ
、
下
記
の
三
つ
の
形
態
を
も
っ
て

現
存
し
て
い
る
。

①
　
「
閣
議
配
付
資
料
」
　
の
原
型
を
有
す
る
も
の

②
　
各
省
庁
毎
に
再
整
理
さ
れ
、
袋
詰
め
さ
れ
た
も
の
。
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③
　
重
要
案
件
ご
と
に
再
整
理
さ
れ
た
も
の
。

ま
た
、
森
戸
辰
男
関
係
文
書
所
収
の
「
閣
議
配
付
資
料
」
に
は
、
森
戸
が

行
政
事
務
を
分
担
し
た
文
部
省
関
係
資
料
と
、
閣
議
配
付
資
料
の
二
系
列
が

存
在
し
て
い
る
。
文
部
大
臣
と
し
て
の
資
料
は
、
国
会
対
策
等
を
含
む
包
括

的
な
文
書
群
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
具
体
的
分
析
は
、
後
日
を
期
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
森
戸
が
日
本
社
会
党
の
政
務
調
査
委
月
長
で
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
閣
議
に
お
い
て
労
働
関
係
問
題
に
留
意
し
て
い
る
点
を
念
頭
に
分
析
し

て
い
る
。

な
お
、
本
稿
所
収
の
文
書
を
含
め
丸
善
㈱
よ
り
「
森
戸
辰
男
関
係
文
書
　
片

山
・
芦
田
政
権
下
「
閣
議
」
関
係
文
書
」
を
マ
イ
ク
ロ
出
版
の
予
定
で
あ
る
。

(
7
)
　
中
野
目
徹
「
解
題
　
閣
議
書
・
解
読
の
た
め
の
予
備
的
考
察
-
「
立
法

資
料
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資

料
集
成
し
第
四
巻
(
平
成
八
年
、
弘
文
堂
)
。
ま
た
、
本
稿
脱
稿
後
、
中
野
目

徹
『
近
代
史
科
学
の
射
程
」
(
平
成
十
二
年
、
弘
文
堂
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
　
竹
前
栄
治
『
戦
後
労
働
改
革
し
　
(
昭
和
五
七
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)
。

な
お
、
占
領
期
に
お
け
る
官
僚
制
整
備
等
に
関
す
る
実
証
研
究
と
し
て
は
、

開
閉
彰
『
現
代
日
本
官
僚
制
の
成
立
し
　
(
一
九
九
四
年
、
法
政
大
学
出
版
局
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
)
　
『
公
文
顆
朱
』
第
七
十
三
編
昭
和
二
十
三
年
巻
四
十
三
　
(
N
A
N
㌣
-
類

u
N
S
)
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
。

(
1
0
)
　
「
芦
田
均
日
記
し
第
二
巻
(
昭
和
六
一
年
、
岩
波
書
店
)
一
五
六
頁
。

(
1
1
)
　
同
前
注
、
一
六
一
頁
。

(
1
2
)
.
同
前
注
、
一
六
三
頁
。

(
1
3
)
(
1
4
)
　
同
前
注
、
一
六
三
頁
。

(
1
5
)
　
「
(
極
秘
)
通
達
書
　
(
案
)
別
紙
　
政
令
第
二
百
一
号
の
解
釈
と
取
扱
、
に

つ
い
て
(
腹
づ
も
り
)
」
欄
外
記
入
、
広
島
大
学
所
蔵
『
森
戸
辰
男
関
係
文
書
』
。

一
な
お
、
政
令
第
二
〇
一
号
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
森
戸
辰
男
関
係
文
書
中

に
「
法
務
総
裁
談
」
お
よ
び
「
昭
和
二
十
三
年
政
令
二
百
一
号
の
効
力
に
つ

い
て
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
立
公
文
書
館
の
　
『
公
文
類
宋
』
所

収
「
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
一
号
の
効
力
に
つ
い
て
(
法
務
総
裁
説
明
)
」

と
本
文
が
同
文
で
あ
る
(
昭
和
二
十
三
年
九
月
三
日
付
閣
甲
第
三
五
五
号
「
昭

和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
一
号
の
効
力
に
つ
い
て
　
(
法
務
総
裁
説
明
)
」
『
公

文
顆
衆
』
第
七
十
三
編
昭
和
二
十
三
年
巻
四
十
三
(
N
A
N
㌣
-
類
い
N
0
3
、
国
立

公
文
書
館
所
蔵
)
。

(
こ
い
け
・
せ
い
い
ち
　
広
島
大
学
総
合
科
学
部
助
教
授
)
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